
令和７年習志野市教育委員会第１１回定例会 

 

日時：令和７年１１月１９日(水)１５時００分 

場所：市庁舎３階大会議室          

 

日  程                                                          審議順 

１ 会議録の承認                                                    （予定） 

                                                                              

２ 報告事項 

※（１） 令和７年度教育費予算案（１２月補正）について （教育総務課）  ４ 

※（２） 令和７年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく感謝状の

授与について 

（教育総務課）  ６ 

（３） 令和７年度通学路合同点検結果について （保健体育安全課）  １ 

（４） 秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事の進捗状況及び

使用方法について 

（生涯スポーツ課）  ２ 

 

３ 議決事項 

※議案第３７号 令和７年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく表彰

について 

（教育総務課）   ５ 

 

４ 協議事項 

※協議第１号 令和８年度教育費当初予算案について （教育総務課）   ７ 

協議第２号 次回教育委員会定例会の期日について 

令和７年１２月１７日（水）午後３時００分 

   ３ 

 

５ その他 

  

 

※は非公開の見込み 



令和７年習志野市教育委員会第１１回定例会 議題概要 

【報告事項（１）及び（２）並びに議案第３７号、協議第１号については非公開の見込み】 

 

報告事項（１）【非公開予定】 

令和７年度教育費予算案（１２月補正）について 

・令和７年度教育費予算案（１２月補正）について、報告するものです。 

報告事項（２）【非公開予定】 

令和７年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく感謝状の授与について 

・習志野市教育委員会顕彰規程第６条第２項に基づき、感謝状を授与することについて、報告するもので

す。 

報告事項（３） 

令和７年度通学路合同点検結果について 

・令和７年度通学路合同点検結果について、報告するものです。 

報告事項（４） 

秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事の進捗状況及び使用方法について 

・秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事の進捗状況及び使用方法について、報告するものです。 

議案第３７号【非公開予定】 

令和７年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく表彰について 

・習志野市教育委員会顕彰規程第６条第１項の規定により、令和７年度表彰状を授与するものを決定す

るものです。 

協議第１号【非公開予定】 

令和８年度教育費当初予算案について 

・令和８年度予算編成にあたり、取り組む事業等について、協議するものです。 



 

 

報 告 事 項（１） 

 

令和７年度教育費予算案（１２月補正）について 

 

 

令和７年度教育費予算案（１２月補正）について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和７年１１月１９日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



報告事項(１)

（１）歳出概要及び財源内訳 （単位：千円）

国庫支出金 地 方 債 その他の財源 一般財源

1 32,000 32,700 0 32,700 0 0

2 50,000 51,200 0 51,200 0 0

3 2,284 2,284 1,532 0 0 752

4 8,022 8,022 41,944 0 0 △ 33,922

92,306 94,206 43,476 83,900 0 △ 33,170

（２）繰越明許費 （単位：千円）

金額
（確定額）

32,700

51,200

令和７年度教育費予算案（１２月補正）について

令和７年度教育費予算案（１２月補正）説明書

No． 款・項・目 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　概　　　　要　　　　等
事業費

（申入れ額）
財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　事業費

（確定額）

１０．４．４
（習志野高等学校）

高等学校施設整備事業

　習志野高等学校第一体育館ボクシング場エアコン設置については、避難所
機能の向上を図るため、一刻も早く設置できるよう取り組んでいるところであ
る。また、令和７年度までの時限措置である国の事業債を活用することから、
工事請負費について増額補正を行うものである。
　なお、年度内に工事完了が見込めないことから、併せて繰越明許費を設定
するものである。

１０．６．８
（社会教育課）

生涯学習複合施設管理運営費

　中央公園体育館エアコン設置については、避難所機能の向上を図るため、
一刻も早く設置できるよう取り組んでいるところである。また、令和７年度まで
の時限措置である国の事業債を活用することから、工事請負費について増額
補正を行うものである。
　なお、年度内に工事完了が見込めないことから、併せて繰越明許費を設定
するものである。

１０．７．４
（学校給食センター）

給食センター賄材料費
　令和７年１０月からの米の価格が令和７年４月の給食費改定時の想定を上
回って上昇することから、不足が予想される賄材料費の増額補正を行うもの。

１０．７．５
（保健体育安全課）

単独校給食賄材料費
　令和７年１０月からの米の価格が令和７年４月の給食費改定時の想定を上
回って上昇することから、不足が予想される賄材料費の増額補正を行うもの。

合　　　　　　　　　　計

No． 款・項・目
事　業　名 金額

（申し入れ額）内　　　容

1
１０．４．４

（習志野高等学校）

　　高等学校施設整備事業

32,000

　　習志野高等学校ボクシング場エアコン設置工事に係る工事請負費

2
１０．６．８

（社会教育課）

　　生涯学習複合施設管理運営費

50,000

　　中央公園体育館エアコン設置工事に係る工事請負費

1/2



（３）債務負担行為 （単位：千円）

期間 金額 国庫支出金 県支出金 地 方 債 その他の財源 一般財源

1

指定管理料
620,887千円に
消費税及び

地方消費税を
加えた額の

範囲内

令和７年度
　 ～１２年度

（６年）
682,975 0 0 0 0 682,975

財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　

１０・６・３
公民館管理運営費

習志野市公民館４館（実花・
袖ケ浦・谷津・新習志野）

指定管理料
（中央公民館）

（債務負担行為設定理由）
　習志野市公民館４館（実花・袖ケ浦・谷津・新習志
野）については、民間の能力を活用し、住民サービス
の向上を図るとともに経費の節減を図るため、指定管
理者制度を導入している。
　指定管理期間は５年とし、令和７年度中の基本協定
の締結を予定していることから、令和７年度補正予算
で債務負担行為を設定するもの。

（事業概要）
債務負担行為設定期間　５年
各年度における指定管理料
令和　８年度　136,595千円
令和　９年度　136,595千円
令和１０年度　136,595千円
令和１１年度　136,595千円
令和１２年度　136,595千円
　 合計 　　682,975千円

No．
事項

（所管課）
事　　　　業　　　　概　　　　要　　　　等 限度額

令和７年度以降の支出予定額

2/2



 

 

報 告 事 項（３） 

 

令和７年度通学路合同点検結果について 

 

 

令和７年度通学路合同点検結果について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和７年１１月１９日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



習志野市

令和７年１１月１９日(水) 第１１回定例会 習志野市教育委員会

保健体育安全課

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y

ご当地キャラクター

ナラシド♪

令和７年度

通学路合同点検結果について

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y合同点検実施箇所

交通安全についての点検箇所

５３箇所

防犯安全についての点検箇所

３４箇所

2



習志野市

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y点検箇所に対する対策状況（交通安全）

今年度対策完了（予定）

５３／５３箇所
うち

ハード面 ４４箇所
ソフト面 ３１箇所

3

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t yハード面の対策 Ｒ６年度完了済み

多くの生徒が登下校で利用しているマ
ラソン道路沿いの歩道である。「車両
通り抜け禁止」の電柱幕をつけている
が、原動機付き自転車、バイクの往来
が多い。歩行者が通りにくい場所で、
注意喚起の標識をぜひ設置していた
だきたい。

習志野市大久保2丁目第二中
正門前マラソン道路付近

路面標識「通学路」の表
示を行い、さらに目立つ
よう緑色の枠を設置しま
した。

4



習志野市

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y秋津4丁目 4号公園

5

横断歩道を目立たせるために緑のカラーに舗装

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y今年度の児童生徒交通事故の状況

令和７年１１月５日（現在）

１２件
令和６年度（１年間の件数）

９件

6



習志野市

⑨自転車と
自動車の接触

①歩行者と
自動車の
接触

⑥歩行者と
自動車の接触

③自転車同士
の接触

⑩自転車と
自動車の接触

⑤歩行者と
自転車の接触

②歩行者と
自転車の接触

⑪歩行者と
自転車の接触

⇒ 令和７年度事故発生場所

⇒ 令和７年度事故報告

7

⑦自転車と
自動車の接触

⑧自転車と
自動車の接触 ④自転車と

自動車の接触

⑫自転車と
自動車の接触

赤字⇒児童生徒

習志野市長期計画から

8

学年 時間 事故要因

① 小３ ７：５３登校中 自動車運転者の信号無視 児童救急搬送

② 小３ ７：３５登校中 児童生徒の不注意

③ 中３ １９：４０放課後 生徒の自転車と成人女性の自転車の
すれ違い時の接触

④ 中３ １６：３０放課後 自動車の左折巻き込み 生徒救急搬送

⑤ 小６ １６：０５放課後 児童の飛び出し 児童救急搬送

⑥ 小２ １６：００放課後 児童の信号のないところの横断 児童救急搬送

⑦ 小２ １６：０７放課後 児童の自転車走行中の白線はみ出し

⑧ 小４ ８：３０代休 児童の自転車のスピードの出しすぎ 児童救急搬送

⑨ 小６ １５：００夏休み 児童の自転車の信号無視 児童救急搬送

⑩ 小３ １７：１０放課後 児童の自転車のスピードの出しすぎ

⑪ 小５ ７：５５登校中 自転車運転者の不注意

⑫ 中２ ８：００登校中 生徒の信号無視 生徒救急搬送

児童生徒の交通事故の詳細



習志野市

9

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y令和7年度児童生徒の交通事故現場

①

鷺沼２丁目２５
児童と自動車の接触

②

鷺沼２丁目２５
児童と自転車の接触

藤崎２丁目１９
児童と自転車の接触

③ ④

鷺沼台3丁目８－１４
児童自転車の自転車接触

自動車

運転手の
不注意

見通しの
悪い
交差点

児童の
不注意

自転車

（大人）
の右側
通行

実籾４丁目４－１
児童自転車と自動車の接触

自動車

運転手の
不注意

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t yソフト面の対策

交通安全教室 スケアードストレイト 安全教育

パトロール活動 現場指導

10

スタントマンが実演



習志野市

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y

防犯安全についての点検箇所

３４箇所
（交通安全と重複あり）

防犯安全点検について

11

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y点検箇所に対する対策状況（防犯安全）

＜警察（生活安全課）＞

・パトロールの実施

＜防犯安全課＞

・職員による防犯パトロールの実施

・効果的な防犯灯の設置及び移設

＜公園緑地課＞

・公園灯の確認、樹木の剪定

＜青少年センター＞

・防犯パトロールの実施

＜その他＞（千葉土木・千葉大学）

・合流地点の樹木の剪定、公園内の樹木の剪定及び伐採
12



習志野市

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y対策状況（防犯安全）

千葉大学が管理している公園の樹木の剪定・伐採

13

習志野市谷津３－２５－１３

習 志 野 市
N a r a s h i n o C i t y点検箇所に対する対策状況（防犯安全）

＜教育委員会＞

・交通安全週間の通学路パトロール

＜青少年センター＞

・街頭補導

・パトロールの定期的巡回
朝、午前、午後パトロール
夜間パトロール 薄暮パトロール

・「子ども１１０番の家」の拡充

1４



　

　　　１　第一中・谷津小・向山小

　　　２　第二中・大久保小・大久保東小

　　　３　第三中・袖ケ浦西小・袖ケ浦東小

　　　４　第四中・実籾小・東習志野小・実花小

　　　５　第五中・津田沼小・藤崎小

　　　６　第六中・鷺沼小・屋敷小

　　　７　第七中・秋津小・香澄小・谷津南小

令和７年度　第11回定例会教育委員会会議資料

習志野警察　道路管理課　保健体育安全課

通学路合同点検の進捗状況　～交通安全～

交通安全



場　　所 回答

習志野市谷津５丁目１８付近（谷津コ
ミュニティセンター前）

谷津コミュニティセンター前の道路で、
生徒が多く利用する道路と交わる場所
です。道路の文字が消えかかっている
ので路面標示の修繕を希望します。

【道路管理課】
「飛び出し注意」の路面表示と中央線を
補修します。

習志野市谷津１丁目１８（セブンイレ
ブン谷津１丁目店横）

「飛び出し注意」の路面標示が拡大写真
のように劣化していて車から見づらい状
態になっている。文字も薄れているの
で、路面標示の修繕を要望します。

【道路管理課】
令和7年3月に、補修済みです。

場　　所 回答

習志野市谷津１－２周辺道路

道幅が狭く、ガードレールもないため、
車と歩行者の接触が心配される。

【道路管理課】
ガードレールにつきましては、幅員が狭
く、設置スペースがないことから、設置
は困難です。
津田沼中央総合病院前面道路の交差
点から谷津1丁目1号公園までの通学路
について、西側の路側帯に緑色の着色
をします。
【保健体育安全課】
周りを確認して歩行するよう安全指導を
いたします。

習志野市谷津１－１８－４６周辺

スピードを出した車が、左右から頻繁に
入って来ている。ガードレールがなく、歩
道のラインや文字も薄くなってきている
ので、対策をお願いしたい。

【道路管理課】
ガードレールにつきましては、幅員が狭
く、設置スペースがないことから、設置
は困難です。
また、薄くなった「スピード落せ」、「通学
路」、「歩行者注意」の路面表示、外側
線は補修済みです。
【保健体育安全課】
周りを確認して歩行するよう安全指導を
いたします。

習志野市谷津５―１１

谷津５丁目第３広場前十字路。角の住
宅の塀で、車・自転車・歩行者がどちら
の方向からもお互いを確認しにくい。

【道路管理課】
既設のカーブミラー、路面表示（ドット
線）があるため、現状にてご理解のほど
お願いします。
【保健体育安全課】
学校で交通安全指導を行います。

場　　所 回答

谷津２－１３

墓地の間の道をこども園の保護者の送
迎車が通るようになっている。見通しが
悪く、運転者は左右から来る車に注意
が必要で、登下校中の児童が心配であ
る。カーブミラーの設置や道路幅の拡張
（一部墓石の移設）を希望する。

【道路管理課】
カーブミラーにつきましては、設置ス
ペースがないことから、設置は困難で
す。
また、隣接地は民地であるため、道路
幅の拡幅は困難です。
車両への注意喚起として「学童注意」
等の電柱幕を設置します。
【保健体育安全課】
学校で交通安全指導を行います。

谷津１－１２

セブンイレブン近くの道は通勤の車や店
に出入りする車が多い。
この場所の横断歩道を渡る児童が多い
が、信号が無いため毎朝職員が立って
いる。信号の設置や、注意喚起の標識
を増やすなど検討してほしい。

【道路管理課】
車両への注意喚起として、「学童注意」
等の電柱幕を設置します。
津田沼中央総合病院前面道路の交差
点から谷津1丁目1号公園までの通学路
について、西側の路側帯に緑色の着色
をします。
【保健体育安全課】
横断歩道を渡る際、車に気を付けるよう
安全指導を行います。

1

向山小学校
要望内容

通学路合同点検報告（一中・谷津小・向山小）
第一中学校

要望内容

谷津小学校
要望内容



場　　所 回答

習志野市大久保2丁目　トヨタレンタ
カー付近　Ｔ字路

多くの生徒が登下校で利用している交
差点である。
信号がなく車通りが多く、踏切も近いた
め強引に進もうとする車が多く危険であ
る。
注意喚起の標識や看板を運転手が見
えやすい場所に設置していただきたい。

【警察】
信号機の設置は、隣接する信号機との
距離が短いため設置不可となります。ま
た、現状以上の交通規制をかけること
が難しいため、取り締まり要望箇所とし
て取締りを強化します。
【保健体育安全課】
横断歩道を渡る際、車に気を付けるよう
安全指導を行います。
　

習志野市大久保２丁目大久保東小学校
裏側の道路

工事用の柵が置いてある関係で、道が
非常に狭く車一台がギリギリ通ることの
できるスペースである。その道を多くの
生徒が登下校で通るため、柵の撤去や
移動等の処置をしていただきたい。

【道路管理課】
柵につきましては、民地の所有物である
ため撤去及び移動は困難です。
路面表示等にて、車両への注意喚起を
検討します。

場　　所 回答

本大久保2-3 富士見公園付近

PTAによる見守りを行っている箇所。朝
は歩行者・自転車が多く通行する。自転
車が歩道を通ることもあり危険な場面が
あった。
放課後は駐停車する車があり死角にな
る場所が生じる。

【保健体育安全課】
学校で児童に安全指導、注意喚起を行
います。

千葉県船橋市三山2丁目1-12　付近

大学生が横に広がって歩くことが多
く、本校児童（４年）が大学生をよけ
ようとして、窓枠の柵のようなところ
に額をぶつけて流血するけがをする事
案が発生した場所である。

【保健体育安全課】
東邦大学に連絡し、注意喚起を依頼し
ました。

場　　所 回答

習志野市本大久保５丁目４付近

本大久保方面に向かう通学路。線路を
渡ってすぐの横断歩道の線が消えか
かっている。下校時刻は、踏切を渡って
きた車両がすべて左折してくるので、運
転者からはっきり見えるよう横断歩道の
再整備をお願いしたい。

【警察】
横断歩道の路面標示が摩耗しているこ
とから、補修依頼を実施します。
【道路管理課】
薄くなった外側線の補修と、縁石の視認
性を上げるため、塗装します。

習志野市大久保４丁目６付近

学校から住宅街を抜けて、泉町方面に
登下校する通学路。クランク上になって
いるので、見通しが悪い上に、カーブミ
ラーがない。頻度は多くはないが、車両
が勢いよく曲がってくることがある。ま
た、集団で登下校する上では問題はな
いが、冬季など日暮れが早い時期に
は、かなり暗くなり、防犯上でも危険を
伴う。

【道路管理課】
ご要望の箇所は、私道であるため、カー
ブミラーの設置及び電柱幕等による車
両への注意喚起は困難です。
【保健体育安全課】
学校で交通安全指導を行います。

2

要望内容

通学路合同点検報告（二中・大久保小・大久保東小）

第二中学校
要望内容

大久保小学校
要望内容

大久保東小学校



場　　所 回答

習志野市鷺沼１丁目のファミリー
マートから１４号に下る坂道

長い坂道になっており、自転車がス
ピードを出して下ってくるため、非
常に危険。歩道も狭いため、大きな
事故につながりかねない。自転車通
行レーンを設定し、歩行者の安全を
確保してほしい。

【道路管理課】
当該箇所は、「習志野市自転車交通環
境整備計画」において、計画路線では
ありますが、実施までしばらく期間がか
かることから、「自転車は車道の左側を
走行してください」等の電柱幕にて、自
転車へ注意喚起をしてまいります。

習志野市袖ケ浦５丁目から４丁目
に渡る横断歩道

以前から歩行者がいても通行する車が
停止しない場所。１４号の渋滞により抜
け道として使う車が増えているため、危
険が大きくなっている。三中の脇もしく
は、袖ケ浦運動公園の脇の横断歩道
に押しボタン式の信号機を設置できな
いか。

【警察】
信号機の設置条件として、「主道路の
自動車等往復交通量が最大となる１時
間の主道路の自動車等往復交通量が
原則として３００台以上であること。」と
あり、同所の交通量が300台以上ある
か確認する必要があります。現時点で
直ちに設置することはできません。信号
機の設置となれば、直近の横断歩道を
撤去する必要が出てきます。
【道路管理課】
車両への注意喚起として、横断歩道前
後に、「学童多し注意」「通学路」等の電
柱幕にて注意喚起をします。

場　　所 回答

習志野市袖ケ浦１丁目４－１

特に朝の交通量が多く、スピードを出し
ている車も多い。西小子どもを守る会
の方が、登校時に見守りをしていただ
いているが、注意喚起の札もうすくなっ
ている。

【道路管理課】
「速度落とせ」の電柱幕を新しいものに
交換します。

習志野市袖ケ浦１―１２－６三代川薬
局付近

信号がない横断歩道があり、交通量も
多い。津田沼方面からくる右折車が対
向車がいない間に急いで右折したり、
渋滞で死角が多かったり、車と歩行者
が接触しそうになる。

【警察】
一時停止線及び「とまれ」の路面標示
が摩耗していることから、補修依頼を実
施します。
【道路管理課】
車両への注意喚起として、「横断者注
意」等の電柱幕を設置します。
【保健体育安全課】
横断歩道を渡る際、車に気を付けるよ
う安全指導を行います。

習志野市袖ケ浦１丁目６ 袖ケ浦４号
児童遊園付近

T路地にはミラーもなく、車と自転
車、歩行者の事故がいつ起きてもおか
しくない。

【道路管理課】
十分な隅切りがあり、目視で確認できる
ため、カーブミラーは設置できません。
車両への注意喚起として、「交差点注
意」等の電柱幕を設置します。
【保健体育安全課】
周囲をよく見て車や自転車に気を付け
て歩くよう安全指導を行います。

場　　所 回答

習志野市袖ケ浦４－１７　学校前の
ローソン周囲

①ローソンに出入りする車両が勢いを
落とさずに駐車スペースに入ってくる。
②ローソンと袖ケ浦３号児童遊園の間
の細道の交通量も増え、点線で止まら
ない車両もある。
③「30区域ここまで」の標識が倒れか
かっている。

【警察】
③「３０区域ここまで」の標識について
は、倒壊の恐れがあることから、5月19
日に切断し、既に補修依頼を実施して
います。
【道路管理課】
①歩行者への注意喚起として、路面
シールを設置します。
②交差点マークの補修と、車両への注
意喚起として、「交差点注意」等の電柱
幕を設置します。

通学路合同点検報告（三中・袖ケ浦西小・袖ヶ浦東小）

第三中学校
要望内容

3

要望内容

　№9　袖ケ浦東小学校
要望内容

袖ケ浦西小学校

①

②
③



場　　所 回答

習志野市 東習志野 ３－１－２７ 付近 【日立
通りから 郵便局前】

日立通りから自転車 がスピードを出して 通りに
出てくる傾向

【道路管理課】
歩行者への注意喚起として、ストップマークを設
置します。
【保健体育安全課】
周囲をよく見て自転車に気を付けて歩くよう安全
指導を行います。

習志野市 東習志野３～ ４ 付近 【四中
校庭 に面した 道路 】

自転車の飛び出し （西側 街灯の不足 （北側 、
車が気付きにくい

【道路管理課】
交差点において、薄くなった路面表示（ドット線、T
字マーク）を補修します。
【保健体育安全課】
周囲をよく見て車や自転車に気を付けて歩くよう
安全指導を行います。

場　　所 回答

習志野市実籾本郷３４近辺

（状況）実籾駅から武石ICに続く県道５７号および
２６２号道路において、渋滞をさけるために、住宅
地と農道を使用し、「しょいかーご」脇から本線に
戻る抜け道があり、一定数の車両がこの方法で
武石方面に向かっている実態がある。児童の登
校時に車の往来が多く、危険である。

【道路管理課】
車両への注意喚起として、「学童注意」等の路面
表示もしくは電柱幕を設置します。
【保健体育安全課】
周りを確認して歩行するよう安全指導をいたしま
す。

習志野市実籾１丁目１８

踏切を渡った後、すぐに右折をし、実籾駅方面
に向かう車両が危険である。

【警察】
現段階で交通規制をかけることは難しいです。自
転車利用者が多く、自転車との接触事故が懸念
されることから、自転車利用者に対する取締りを
強化します。

場　　所 回答

習志野市東習志野３丁目８番

第四中学校の脇からマラソン道路に向かう途中
の交差点。
均等な十字路ではなく、道路も曲線となっている
ところにブロック塀があり、見通しが悪い。
通学路の表示はあるが、狭い道路で交通量も多
く、危険である。
※おもに文教通りが課題箇所としてあげられる。

【警察】
速度規制が２０ｋｍと規制されており、現状以上
の交通規制をかけることは難しいです。
【道路管理課】
カーブ部分の外側線の位置を修正します。
また、「通学路」の路面表示を設置します。
【保健体育安全課】
周囲をよく見て車や自転車に気を付けて歩くよう
安全指導を行います。

習志野市東習志野３丁目４番

第四中学校、東部体育館沿いの道路。住宅地か
ら東部体育館前に道路を横断するが、朝など
は、自動車や自転車等の交通量が多く危険箇所
である。

【警察】
横断歩道の設置については、停留場所がないた
め設置が不可となります。
【道路管理課】
薄くなった路面表示「学童注意」を補修します。
【保健体育安全課】
学校の安全指導で注意喚起をします。

場　　所 回答

習志野市東習志野６丁目７番地（学校正門前道
路

車道の注意喚起の文字が経年により、色が薄く
なっている。横断歩道前に、児童が「止まる」ため
のマークが欲しい。
また、一方通行なのに横断歩道の標識が反対向
きについているため直してほしい。

【警察】
同道路は一方通行であるが「原付・自転車を除
く」であり原付や自転車は通行できるため、反対
側にも横断歩道の標識が設置されます。
【道路管理課】
薄くなった路面表示「通学路」を補修します。
また、ストップマークは、滞留スペースがないた
め、設置は困難です。

習志野市東習志野６丁目７番地（学校西側道
路）

道幅が狭く、歩道がないため通行する児童に危
険がある。車道との境目に金属製のポールを設
置するなどして、歩行者が守られるように配慮を
お願いしたい。

【道路管理課】
ポールにつきましては、幅員が狭く、設置スペー
スがないことから、設置は困難です。
薄くなった路面表示「子供とび出し注意」、「ス
ピードおとせ」を補修します。
【保健体育安全課】
周囲をよく見て車や自転車に気を付けて歩くよう
安全指導を行います。

習志野市東習志野８丁目（パチンコ屋沿いの歩
道）

歩道に街路樹がなく、待避所もないことから、８丁
目から登下校する子供たちの安全面が心配であ
る。特に、夏場は、日陰がない歩道を長く歩くこと
になるため、登下校中の熱中症のリスクが高い。
歩道が広いので、自転車用と歩行者用のライン
がほしい。子供たちも広がって歩かないよう、一
方の端を歩く指導をしている。

【警察】
外国人を雇う企業も多いため、安全講話を実施
し、交通ルールの浸透を図っています。引き続き
同活動を推進する予定です。
自転車利用者に対する取締り要望箇所として取
締りを強化します。
【保健体育安全課】
登下校の際の熱中症対策として、学校から保護
者の皆様および児童へ、日傘の使用やアイスリ
ングの着用などについて通知いたします。
【青少年センター】
パトロールを行います。

通学路合同点検報告（四中・実籾小・東習志野小・実花小）
第四中学校

要望内容

実籾小学校
点検箇所の状況・要望内容

4

東習志野小学校
要望内容

実花小学校
要望内容



場　　所 回答

津田沼３丁目と藤崎2丁目をつなぐ横断
歩道（五差路下交差点）

五中生徒の横断、通勤・通学者の横
断、自転車、原付、車が入り交じり、非
常に危険な状況である。
特に通勤、通学の時間帯や雨天時は危
険であり、五中前の道路を曲がる車両、
五差路を曲がる車両、坂道を駆け下り
てくる自転車など、入り乱れる。原付な
どは五差路の信号待ちを避けるため
に、スピードをつけてわき道から出てくる
こともある。
適宜、教職員がつくが、ドライバーから
暴言を吐かれることもある。

【道路管理課】
横断歩道の視認性を高めるため、緑色
のカラー舗装を実施します。
【警察・保健体育安全課】
現状以上の交通規制はできないため、
取り締まり要望箇所として取り締まりを
強化します。引き続き学校での安全指
導を行います。

藤崎２丁目正福寺裏から藤崎３丁目ファ
ミリーマート

朝の通勤、通学の時間帯は、狭い道路
を双方向に車が行き来するため、危険
を感じる。
生徒には、正福寺の表通りを通るように
指導しているが、そちらは歩道が狭く、
また遠回りとなるため、なかなか難し
い。
新しい「スピード落とせ」の表示、ありが
とうございます。引き続き、生徒の方に
も指導していきますが、もう少し増えると
ありがたいです。

【道路管理課】
既存の路面表示（ドット線）が薄れてい
るため、補修します。
【保健体育安全課】
引き続き学校での安全指導を行いま
す。

場　　所 回答

習志野市津田沼２丁目６　テキサス前
の道

歩道が狭いにもかかわらず木が歩道部
分にはみ出している。傘をさしていると
車道に出ないと通りづらい。車道は車通
りが多く危険である。

【道路管理課】
土地所有者に剪定の依頼をします。

習志野市津田沼２丁目１　新京成の踏
切を越えた先の坂

踏切を越えた先の坂の側溝のふたが壊
れていて危ない。

【道路管理課】
側溝の受枠及び蓋の補修をします。

津田沼２丁目１　新京成線跨線橋付近

自転車通行帯があるが、危険な状況で
ある。横断歩道が青になった際車道側
は赤であり、自転車も停止しなければな
らないはずだが、そのまま走っていく人
が大勢おり、児童と接触しそうになった
ことが多数ある。一応、停止線のような
ものもあるが、逆走をしている人も多く
逆方向には当然書かれていないため、
止まる人はほとんどいない。非常に危
険である。

【警察】
自転車利用者に対する取締りの要望箇
所として取締りを強化します。
【保健体育安全課】
学校で児童への安全指導を行います

場　　所 回答

習志野市藤崎４丁目　旧京葉銀行前

・横断歩道の白線が薄れている。
・「とまれ」などの子供たちが内側で待て
る道路標示があるとよい。
・子供が斜め横断できないようなポール
の設置

【警察】
横断歩道の路面標示が摩耗しているこ
とから、補修依頼を実施します。
【道路管理課】
薄くなった路面シールを補修します。
また、斜め横断を抑制するポールの設
置は困難です。
【保健体育安全課】
斜め横断はしないよう安全指導を行い
ます。

習志野市藤崎４丁目　学校バックネッ
ト側道路の支柱

古くなってきて、道路との境目の杭の頭
が、むき出しになっているため、転んで
ぶつけた時のダメージが大きい。（５０本
くらい）

【教育総務課】
キャップ止めの設置等の安全対策を実
施してまいります。

5

要望内容

通学路合同点検報告（五中・津田沼小・藤崎小）

第五中学校
要望内容

津田沼小学校
要望内容

藤崎小学校



場　　所 回答

習志野市屋敷２－１７－７

通りのコンクリート板で
①ガタツキある部分がある
②鉄のピンが飛び出ている
箇所が２か所ほどある
※歩行上の危険及びガタツキについて
は大地震等で破損した場合、下の水路
に落ちる危険がある。

【道路管理課】
①蓋の安全確認について、下水道課に
依頼します。
②下水道課にて補修済みです。

習志野市屋敷２－１７－７

本校の野球場側に面した歩道につい
て、フェンスが腐食し倒れる危険があ
る。

【教育総務課】
現地を確認しており、実施に向けて検
討しています。

習志野市鷺沼台４丁目４番（梅林公園
付近）

梅林公園から幕張に抜ける抜け道とし
て交通量も多く、車のスピードも出てい
る。
また、歩道も片側のみで狭い状況のた
め、危険な箇所である。

【道路管理課】
車両への注意喚起として、既に路側帯
のカラー舗装、電柱幕の設置を実施し
ております。現状にてご理解のほどお
願いします。
【保健体育安全課】
歩道の歩き方等生徒への安全指導を行
います。

場　　所 回答

習志野市鷺沼台３丁目７―３１付近

交通量が多い道路への抜け道になって
おり、児童が通学する。視界が悪く危
険である。交通ボランティアさんが、
車を止めて、児童を通らせている状況
である。

【道路管理課】
車両への注意喚起として、「学童注意」
等の電柱幕を設置します。
【保健体育安全課】
左右をよく見て渡るよう学校で安全指導
を行います。

習志野市鷺沼２丁目１０－１付近

橋を渡り切る手前の脇道。
自動車やバイクが右左折してきて、通学
児童が危ない。

【道路管理課】
薄くなった路面表示のドット線、路面
シール、カラー舗装を補修します。
【保健体育安全課】
左右をよく見て渡るよう学校で安全指導
を行います。

習志野市鷺沼２丁目９－３１付近

車両の抜け道になっているが、道が狭く
歩道も無いため、児童と車が接触する
危険性がある。

【道路管理課】
民地の出入口があるため、ガードレー
ルの設置は困難です。
車両への注意喚起として、「学童注意」
等の電柱幕を設置します。
【保健体育安全課】
抜け道になっており車も多いので、歩道
を気を付けて歩くよう安全指導いたしま
す。

習志野市鷺沼３丁目３－１８付近

交通量が激しいが、児童が信号待ちを
するスペースが狭い。令和６年度、この
場所で、飛び出しが２件あり、タイミング
が悪ければ、事故になりかねなかった。
危険である。

【警察】
横断歩道の路面標示が摩耗しているこ
とから、補修依頼を実施します。
【道路管理課】
薄くなった外側線を補修します。

場　　所 回答

習志野市屋敷３丁目２番地 屋敷３丁
目広場付近の道路標示

道路に「最徐行」と表示がされているは
ずだが、かすれてしまって読み取ること
ができなくなっている。小学生が遊ぶ児
童公園が目の前にあり、ドライバーに注
意を促すために表示の塗り直しが必要
であると考える。付近にお住いの屋敷
町会の元防犯担当役員の方からも、こ
こを塗り直して欲しいと要望を受けてい
る。

【道路管理課】
薄くなった路面表示「最徐行」を補修しま
す。

屋敷１丁目　屋敷ふれあい公園付近の
道路

昨年度、「わたるなきけん！」の児童向
け横断幕の他に、大人向けの注意喚起
も行っていただきたいと要望を出し、新
たに公園側の柵に設置をしていただい
た。しかし、反対側の柵には注意喚起
が無く、飲料水やお菓子を購入できる小
売り店に向かうために、まだ横断する大
人もいる。そのため、公園側からでも見
えるように、反対側の柵にも児童向けと
大人向けの注意喚起の横断幕を設置し
ていただきたい。

【警察】
一時停止線及び「止まれ」の路面標識
が摩耗していることから、補修依頼を実
施します。
【道路管理課】
歩行者への注意喚起として、公園側に
設置しているものと同等の横断幕を設
置します。

6

要望内容

通学路合同点検報告（六中・鷺沼小・屋敷小）

第六中学校
要望内容

屋敷小学校

鷺沼小学校
要望内容



場　　所 回答

習志野市袖ケ浦１丁目２８番

自転車通学者と横断してくる歩行者、
自転車との接触の危険性がある

【保健体育安全課】
横断歩道を通過する際は、徐行停止を
して安全を確認してから通過するように
生徒に指導します。
【道路管理課】
自転車に対する注意喚起として、東西
の道路には「横断歩道あり注意」等の
看板を設置します。
また、歩行者に対する注意喚起として、
南北の道路には「左右確認」等の看板
を設置します。

習志野市秋津２丁目６番

自転車と交通量の多い道路と合流する
箇所が危険である

【千葉土木事務所管理課】
河川パトロール時に、枝払いをいたしま
す。
※７月中に実施予定

（7月7日追記）
6月３０日に枝打ち実施。

【保健体育安全課】
歩道に出る際は、一旦自転車を降りる
ように生徒に指導します。

場　　所 回答

習志野市　秋津地区全体　新習志野駅
に向かう道路

朝の通勤時間帯、外国人労働者の人
たちが自転車に乗って移動する際に、
かなりのスピードが出ている方がいる。
また、歩道走行や逆走にあたる行為も
散見されている。

【警察】
外国人を雇う企業に対して安全講話を
実施し、交通ルールの浸透を図ってい
ます。引き続き同活動を推進する予定
です。
自転車利用者に対する取締り要望箇所
として取締りを強化します。
【道路管理課】
自転車への注意喚起として、「自転車
は車道の左側を走行してください」等の
電柱幕を設置します。

場　　所 回答

習志野市香澄４－６―１

登校の時間帯（７：３０～８：１０ごろ）に、
幕張方面から谷津・津田沼方面に向か
う自動車が多く利用している。スピード
を出している自動車も見られるので、危
険である。

【警察】
取締り要望箇所として取締りを強化しま
す。
【道路管理課】
薄くなった路面表示「速度落せ」、「事故
注意」、「学童注意」を補修します。
【保健体育安全課】
学校の安全指導で注意喚起をします。

習志野市香澄４－６―１

Ｔ字路交差点と同じように多くの自動車
が利用する。特に秋から冬にかけて、
登校の時間帯（７：３０～８：１０ごろ）は
朝日が眩しく、秋津方面から走ってくる
自動車は信号が見にくく危険である。交
通ボランティアの方を配置しているが、
スピードを出している自動車も多い。

【警察】
点検時、既に信号機については、ＬＥＤ
化へ変更しています。
横断歩道の路面標示が摩耗しているこ
とから、補修依頼を実施します。

7

通学路合同点検報告（七中・秋津小・香澄小・谷津南小）

第七中学校
要望内容

秋津小学校
要望内容

香澄小学校
要望内容



場　　所 回答

習志野市谷津3丁目9 花の木公園出入
口

横断歩道がないT字路であるが、通学
時の児童や近隣住人が横断している姿
が度々見られる。通学路では南側にあ
る横断歩道を使うよう指定しているが、
花の木公園の出入り口に面し、通り抜
けがしやすいことからこちらを横断する
人が多い。横断歩道を渡るよう、注意を
促す表示等を設置できないか。

【警察】
取締り要望箇所として取締りを強化しま
す。
【道路管理課】
薄くなった路面表示「速度落せ」、「事故
注意」、「学童注意」を補修します。
【保健体育安全課】
学校で再度横断歩道があるところを渡
るように指導します。

習志野市奏の杜3丁目3付近

毎朝バス通学の児童500人以上が横断
する。青信号の設定時間が点滅も含
め、約18秒と短い。朝のピーク時には
横断歩道からはみ出す程の人数が一
気に横断するため危険である。令和5
年度までは近隣のボランティアの方が
毎朝見守りをしてくださっていたが、現
在は本校管理職が行っている。

【警察】
信号サイクルを確認したところ歩行者
用信号機の青色灯火は約１２秒間あ
り、道路幅員が約７ｍであることから、
子どもの足でも容易に横断できるだけ
の秒数が設けられています。
子どもの歩く速度は、時速約３．０ｋｍで
あり、約７ｍの道路を渡るのに要する時
間は約８．４秒であることから、１２秒間
の青色標示であれば十分であると考え
ます。
【青少年センター】
パトロールを行います。

8

要望内容

谷津南小学校



　

　　　１　第一中・谷津小・向山小

　　　２　第二中・大久保小・大久保東小

　　　３　第三中・袖ヶ浦西小・袖ヶ浦東小

　　　４　第四中・実籾小・東習志野小・実花小

　　　５　第五中・津田沼小・藤崎小

　　　６　第六中・鷺沼小・屋敷小

　　　７　第七中・秋津小・香澄小・谷津南小

令和７年度　第11回定例会教育委員会会議資料

習志野警察　防犯安全課　保健体育安全課

通学路合同点検の進捗状況　～防犯安全～

防犯安全



場　　所 回答

習志野市奏の杜２丁目（谷津奏の杜公
園内）

谷津奏の杜公園内のトイレです。地域
の方から、夜間に高校生・大学生が集
まっていることがあると度々報告を受け
ているので、ダミーでも良いので防犯カ
メラの設置を希望します。

【公園緑地課】
谷津奏の杜公園については、職員と巡
回委託業者で連携を図りながら見回り
を行っており、公園利用者や近隣住民
の迷惑となる行為を確認した際は、その
都度、注意を行っております。
ダミーも含めた防犯カメラの設置につい
ては、引き続き見回りを実施し動向を注
視したうえで検討してまいります。

習志野市谷津１－２３付近（丹生神社
横）

街灯が少なく、夕方から夜にかけて 人
通りも少ないので心配な箇所です。街
灯の設置や、樹木の剪定を要望しま
す。

【防犯安全課】
歩道において、概ね３ルクスの照度を確
保できておりますことから、防犯灯の設
置の予定はございません樹木の剪定に
ついては、神社の神主に要望いたしま
す。

場　　所 回答

習志野市津田沼７－７－２５周辺

アカシアハイツ周辺が、人通りも少な
く暗い。街灯を設置していただきた
い。ため、付け替えを希望する。

【防犯安全課】
夜間の状況を確認したところ、概ね適正
な照度が保たれていました。しかし、樹
木により防犯灯の灯りを遮ることがある
ため、管理組合等に伐採の依頼をして
いきます。

場　　所 回答

習志野市谷津１－２１

谷津２号踏切からタワーや奏の杜方面
へ向かう路地は狭く、人通りも少ない。
日の短い時期でも安全に通れるよう、
街灯の増設や注意喚起の看板などの
整備をお願いしたい。

【防犯安全課】
　歩道において、概ね３ルクスの照度を
確保できておりますことから、防犯灯設
置の予定はございません。この道は、
小学生の通学路にもなっておりますこと
から、注意等の電柱幕を検討します。

1

向山小学校
要望内容

通学路合同点検報告（一中・谷津小・向山小）

第一中学校
要望内容

谷津小学校
要望内容



場　　所 回答

習志野市大久保１丁目　ゆうロード脇
道

ゆうロードは夜の道も明るく、人通りが
多いため通行の際に安心して通れる
が、ゆうロードを外れると街灯が少なく、
人通りも少なくなっているため、防犯面
で危険を感じるとの意見が多い。
そのため、街灯を増やす、または街灯を
明るくしていただきたい。

【防犯安全課】
夜間の状況を確認したところ、一部適正
な照度が保たれていない箇所がござい
ました。樹木により防犯灯の灯りを遮っ
ていたため、土地の所有者に伐採の依
頼をしました。

場　　所 回答

藤崎5-4藤崎五丁目公園付近

本校児童が不審者に遭遇した場所。夕
暮れ時、人気がいないと危険で
ある。複数での行動をするよう注意喚起
している。

【公園緑地課】
公園内の見通しが悪くならないよう、樹
木について刈込や剪定を行うなど適正
な維持管理に努めてまいります。
【防犯安全課】
夜間の状況を確認し明るさを確保でき
ている事を確認しました。不審者対策の
ため、看板を設置予定です。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

藤崎6-20-11 東消防署藤崎出張所付
近

本校児童が不審者に遭遇した場所。見
通しよく、学童に行く時間帯は
大人の目が多くあるが、人気のない時
間帯はひっそりとしている。複
数行動・帰宅時刻を守るよう指導をして
いるところである。

【防犯安全課】
昨年度不審者対策のため、ステッカー
を設置済みです。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

場　　所 回答

習志野市大久保２丁目１０～１２にか
けて

学校から大多数の児童が下校する通学
路である。日中は、明るいものの夜にな
ると、街灯が少ないので薄暗い。夜間に
なると極端に車通りが少なくなる。安全
面においても、自転車で走行する際、自
動車から気づきにくい。

【防犯安全課】
夜間の状況を確認しました。防犯灯の
設置を検討します。

習志野市大久保２丁目１０付近

点検希望箇所①の通り沿いにある空き
家である。住人が長年不在のため、老
朽化が進んでいる。庭にある木々も伸
びてくると、歩道に張り出してくるので、
児童に危険が伴う。また、一部の若者
が屯する場所として使用している目撃
情報も寄せられている。蜂の巣があると
の情報も入っており、様々な危険を伴う
場となっている。

【防犯安全課】
空き家の所有者に通知済みです。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

2

要望内容

通学路合同点検報告（二中・大久保小・大久保東小）

第二中学校
要望内容

大久保小学校
要望内容

大久保東小学校



場　　所 回答

習志野市鷺沼３－９付近

本校生徒が鷺沼三丁目児童公園の近く
で露出の変質者に２度遭遇している。さ
らに、ＪＡ集荷所の所を入った道で不審
者からの声掛け事案も発生している。

【防犯安全課】
不審者注意などのステッカーを設置しま
す。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

場　　所 回答

習志野市１丁目１０　近隣公園からつ
ながる道

常に薄暗く、人通りも少ないので、児童
が一人で通るには危険。

【公園緑地課】
緑道内の見通しが悪くならないよう、剪
定を行うなど適正な維持管理に努めて
まいります。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

場　　所 回答

習志野市袖ケ浦５－１１　袖ケ浦東小学
校グラウンド後方、高架下松林

緑地帯が暗いため、木の剪定と電灯を
増やしていただきたい。

【公園緑地課】
現地を確認し公園灯の光が行き届くよ
う、引き続き剪定を行うなど適正な維持
管理に努めてまいります。
また、公園灯の設置については、夜間
の状況を確認し、検討してまいります。

通学路合同点検報告（三中・袖ケ浦西小・袖ヶ浦東小）

第三中学校
要望内容

3

要望内容

袖ケ浦東小学校
要望内容

袖ケ浦西小学校



場　　所 回答

習志野市 東習志野２－１８付近
【 ユトリシア公園 】

公園への スクータの乗り入れ、喫煙、
声掛けが発生している。

【青少年センター】
パトロールを強化します。

習志野市東習志野２－１５付近
【駐車場と空き地の】

雑草が子どもの背丈ぐらい伸び、見通し
が悪い

【防犯安全課】
クリーンセンター業務課より土地所有者
へ連絡済みです。

場　　所 回答

習志野市　実籾２丁目３３近辺

日が落ちてくると暗く、人通りも少ないた
め危険を感じる。街灯は設置されてお
り、明るさを確保できていると今年度の
点検で回答いただいているが、住宅もな
いため、危険を感じる。

【防犯安全課】
電柱にステッカーを設置します。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

場　　所 回答

習志野市東習志野２丁目１４番　若松公
園

街灯が少なく、全体的に薄暗い雰囲気
である。大きな遊具が中央にあり、死角
が多い。令和６年度は、不審者情報等
なし。近隣のユトリシア公園では、不審
者情報が多数あげられた。

【公園緑地課】
夜間、現地を確認し公園灯の光が行き
届くよう、刈込や剪定を行うなど適正な
維持管理に努めてまいります。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

習志野市東習志野５丁目１０番

遊具が多いわけではないが、外から公
園内が見えにくい。児童の遊び方で、地
域の方から苦情が入ることがあった。
（滑り台に石を投げつける）

【公園緑地課】
公園内の見通しが悪くならないよう、刈
込や剪定を実施するとともに、大きな石
を確認した際は回収を実施いたします。

場　　所 回答

習志野市東習志野８丁目３０（ふれあ
い広場）

８丁目にある「ふれあい広場」は、夜
間になると、街灯が少なく、暗いた
め、街灯を増やし、もう少し明るくし
てほしい。

【公園緑地課】
夜間、現地を確認し公園灯の光が行き
届くよう、刈込や剪定を行うなど適正な
維持管理に努めてまいります。
また、公園灯の設置については、夜間
の状況を確認し、検討してまいります。

通学路合同点検報告（四中・実籾小・東習志野小・実花小）

第四中学校
要望内容

実籾小学校
点検箇所の状況・要望内容

4

東習志野小学校
要望内容

実花小学校
要望内容



場　　所 回答

習志野市藤崎２丁目９番のレンタルコン
テナ付近

今年度、朝の登校時に変質者（露出）に
遭遇するケースがあった。過去、付近の
菊田遊歩道でも遭遇している。
「不審者注意」などの注意喚起の表示
などはつけられるでしょうか。

【防犯安全課】
電柱にステッカーを設置します。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

五中テニスコート前

テニスコートで活動している生徒に向け
て、スマートフォンを向けている男が目
撃されている。特にバス通りの方で多
い。
現在、学校でも目隠しの布の購入を検
討中である

【防犯安全課】
電柱にステッカーを設置します。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

場　　所 回答

習志野市津田沼７丁目９　菊田公園

街灯はあるものの、木が生い茂ってお
り、周りからは見えにくい。冬場は葉が
落ちるためそれほどでもないが、春～秋
にかけては公園内は薄暗い。子供たち
が一人で行くには心配な環境である。
カラスが毎年のように巣を作っていた
り、蜂が飛んでいたりするので注意が必
要である。

【公園緑地課】
夜間、現地を確認し公園灯の光が行き
届くよう、刈込や剪定を行うなど適正な
維持管理に努めてまいります。
また、カラスや蜂の巣につきましては、
公園緑地課にて回収いたしますので、
ご連絡ください。
【青少年センター】
パトロールを強化していきます。
　

場　　所 回答

習志野市藤崎４丁目こども園側の道路

車の通りはあるものの、夕方になる
と、人通りも少なく、暗くて危ない。

【防犯安全課】
歩道において、概ね３ルクスの照度を確
保できておりますことから、防犯灯の予
定はございません。しかし、こども園脇
の竹林の場所は、暗かったため、防犯
灯の設置について検討します。

習志野市藤崎２丁目正福寺近くコンテ
ナ付近

不審者情報の多い地域何か対策ができ
るとよい。

【防犯安全課】
電柱にステッカーを設置します。
【青少年センター】
パトロールを強化します。
　

5

要望内容

通学路合同点検報告（五中・津田沼小・藤崎小）

第五中学校
要望内容

津田沼小学校
要望内容

藤崎小学校



場　　所 回答

習志野市本大久保４丁目３

街灯が樹木に隠れて、夜暗くなってい
る。

【公園緑地課】
現地を確認し公園灯の光が行き届くよ
う、剪定を行うなど適正な維持管理に
努めてまいります。

場　　所 回答

習志野市鷺沼３丁目８－３９付近しら
さぎ橋下

上部に橋があり、雰囲気が暗い。
令和６年度に不審者情報があった場所
である。

【防犯安全課】
電柱にステッカーを設置します。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

習志野市鷺沼１丁目９城址公園

本校の児童がたくさん遊ぶ公園であ
る。夕方になると照明が少なく、暗く
なってしまう。

【公園緑地課】
夜間、現地を確認し公園灯の光が行き
届くよう、刈込や剪定を行うなど適正な
維持管理に努めてまいります。

場　　所 回答

習志野市本屋敷３丁目　天津神社境内

令和５年度１０月に、第六中学校の女子
生徒が、１１月には屋敷小学校の女子
児童が不審者の被害にあっている場所
で、不審者出没の危険性が高い個所で
ある。付近の道路の電柱に、「パトロー
ル強化地域」といった不審者に思いとど
まらせる心理的な効果のあるものを目
立つように掲示して欲しい。

【防犯安全課】
付近の電柱にステッカーを設置します。

習志野市屋敷１丁目・５丁目の人気の
少ない住宅地の近辺

交通量や人気が少なく、夕方から夜に
かけて不審者が出没する危険性がある
地域である。千葉市の幕張本郷地区と
隣接しているが、そちらの同じように
人気の少ない個所には、電柱に「防犯
強化地域」という掲示物が設置されて
いる。屋敷地区にも、同じように不審
者が犯行を思いとどまる心理的な効果
のある掲示物を設置して欲しい

【防犯安全課】
電柱にステッカーを設置します。
【青少年センター】
パトロールを強化します。
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要望内容

通学路合同点検報告（六中・鷺沼小・屋敷小）

第六中学校
要望内容

屋敷小学校

鷺沼小学校
要望内容



場　　所 回答

習志野市秋津２丁目１

人通りが少なく、日没後は街灯も少なく
防犯面で配慮が必要である

【防犯安全課】
支線菊田川沿いには街灯が少なく暗い
状況を確認しました。支線菊田川沿い
は、千葉県の所管のため対応を求める
とともに、本市でも対応について検討い
たします。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

場　　所 回答

習志野市秋津４丁目、５丁目にまたが
る歩道橋

以前、歩道橋で不審者情報もあった。
歩道橋の壁も高く、視覚も多い

【防犯安全課】
歩道橋の両端にステッカーを設置しま
す。

習志野市３－１－１秋津小学校前歩
道橋

令和５年度は不審者の情報もあった。
人通りが少なく、駐輪場などの死角も多
い

【防犯安全課】
電柱にステッカーを設置します。

場　　所 回答

香澄４丁目４　香澄近隣公園

以前から公園内のトイレにおいて、外か
ら中の小便器（男）が丸見えである。ま
た、公園内のベンチでホームレスがよく
寝ているという情報が数回届いた。

【公園緑地課】
トイレの外から中の小便器が見えづらく
なるよう、仕切り等を設け、対策を講じ
てまいります。
また、公園パトロールの際にホームレス
を確認した際は、声掛けを実施いたしま
す。
【青少年センター】
パトロールを強化します。

習志野市香澄４－５

香澄小周辺とマンション周辺の樹木が
生い茂ると、その付近の歩道が薄暗く
なる。また、伸び切った枝が歩行者に接
触することもあり、危険である。

【公園緑地課】
現地を確認し、支障枝を剪定するなど
適正な維持管理に努めてまいります。

場　　所 回答

習志野市谷津３－２５－１３

木々や茂みが多く、児童が連れ込まれ
ても周囲からの視認が難しいため、樹
木の剪定をお願いしたい。

【千葉大学】
樹木の剪定・伐採を実施しました。
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要望内容

通学路合同点検報告（七中・秋津小・香澄小・谷津南小）

第七中学校
要望内容

秋津小学校
要望内容

香澄小学校
要望内容

谷津南小学校



 

 

報 告 事 項（４） 

 

秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事の進捗状況及び使用方法に 

ついて 

 

 

秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事の進捗状況及び使用方法について、

別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和７年１１月１９日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



【資料１】令和７年教育委員会第１１回定例会 

生涯学習部生涯スポーツ課 

 

1 

 

秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事の進捗状況及び使用方法について 

 

１．秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事の進捗状況について 

（１）工 事 名 

秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事 

 

（２）工事スケジュール概要 

令和７年１０月  着工 

１１月～１２月   掘削工、排水工、散水工、路床工、路盤工 

令和８月 １月～ ３月中旬 アスファルト舗装工、人工芝舗装工 

ゴムチップ舗装工 

      ３月末      完成予定 

      ４月         一般開放開始予定 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

（共に R7.11.11 撮影） 

 

２．秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事後の使用方法について 

（１）使用方法（案）について 

①使用区分 

【現在】専用（全面） ⇒ 【工事後】      ア）専用（全面） 

      ※試合形式のみ   ※多様な使用が可能 イ）部分使用 １/２面 

                          ウ）部分使用 １/４面 

②想定される使用内容（種目） 

  ・サッカー ・アメリカンフットボール ・ラグビー ・ラクロス  

     ・グラウンドゴルフ ・ニュースポーツ（モルック等） ・ヨガ教室 等 

 

 

 

秋津サッカー場 現況写真 秋津多目的広場 現況写真 



2 

（２）使用料金（案）について 

①【専用（全面）使用料】 

 

 

 

 

②【部分使用料】使用料金は現行の専用（全面）使用料金に面区分を乗じる 

 

 

 

 

 

（３）仮設バックスタンド設置用スペースの有効活用 

本工事において、グラウンドの人工芝化と併せ、収容人数を超える集客が

見込まれるイベント等への対応のため、仮設バックスタンド設置用スペー

スを設けます。その中で、本スペースは常時使用するものではないことを踏

まえ、「有効活用」として、表層をゴムチップ舗装とします。 

 

区分 使用時間 
金額 

高校生以下 一般 

コート ２時間 ４，１５０円 ８，３００円 

区分 使用時間 
金額 

高校生以下 一般 

２分の１面 ２時間 ２，０７０円 ４，１５０円 

４分の１面 ２時間 １，０３０円 ２，０７０円 

仮設バックスタンド設置用スペース 

既設の観客席 
サッカー(少年２面)…青色ライン 

サッカー(一般)…黄色ライン 

アメリカンフットボール…白色ライン 

（４）完成予定図(      は区分位置を表示したもの) 



 

 

協 議 第 １ 号 

 

令和８年度教育費当初予算案について 

 

 

令和８年度予算編成にあたり、取り組む事業等について、別紙のとおり協議する。 

 

 

 

令和７年１１月１９日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 

 

 

 



　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

令和８年度 令和７年度 差引

申入れ(要求)額 予算額 （R８－R７）年度

1 10010101 教育委員会費 3,999 3,736 263 教育総務課
教育委員会会議定例会年12回、教育委員会顕彰式、その他教育委員会運営に伴う事業。
【新規】教育委員会のデジタル化を図るため、タブレット等の賃借料を計上。(330千円)

2 10010202 通学区域審議会費 176 132 44 教育総務課
通学区域審議会に係る委員報酬費。
※教育委員会の諮問に基づき、通学区域の適正なあり方等について審議する。

3 10010203 教育委員会事務局費 6,175 3,831 2,344 教育総務課
教育委員会事務局の運営に伴う経費、教育総務課事務費、教育長交際費等。
【新規】いじめ重大事態にかかる調査・報告書作成にかかる委員報酬費。
【新規】ハラスメント及び公益通報の調査・報告業務の外部委託にかかる経費。

4 10010204 教育文化振興基金事業 1,670 1,671 △ 1 教育総務課 教育文化振興基金条例に基づき、教育活動及び市民の文化活動を奨励し振興を図る。

5 10010205 青少年音楽振興基金事業 826 826 0 教育総務課 青少年音楽振興基金条例に基づき、青少年の音楽活動を奨励し振興を図る。

6 10010206 学務課事務費 3,893 3,893 0 学務課 学務課に係る消耗品費（用紙代等）、郵便料、印刷製本費（封筒等）等の事務費及び各学校に配布する定期刊行物、各種協議会の負担金。

7 10010207 育英資金事業 3,208 2,852 356 学務課
学業成績が優秀な者に対し、修学上必要な資金を毎月育英資金として給与する。
対象予定人数：高校生27人。

8 10010208 入学準備金貸付事業 151 540 △ 389 学務課
高等学校、大学等に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難な者に対してあっせんした入学準備金の融資について、利子を補給す
る。
令和3年度をもって新規の申請を終了したため、預託金及び融資決定者への利子補給のみになる。

9 10010209 入学資金給付事業 800 800 0 学務課
中学校3年生を子に持つ経済的に困窮する保護者に対し、高等学校等入学に係る費用の一部を給付することで支援を行う。
※給付見込人数：35人
※高校授業料無償化に伴う国、県の給付事業の内容によっては事業の見直しを行う予定。

10 10010210 いじめ問題対策事業 931 931 0 指導課
いじめ防止等に対応するための組織「習志野市いじめ問題対策連絡協議会」「習志野市いじめ問題対策委員会」に関係機関や関係団体の人材を招
聘し、関係者が連携して本市のいじめ問題に対応する。いじめ基本方針に基づく施策を推進する。法務相談や、教員に対する研修、児童・生徒に対
する出張授業の経費。

11 10010211 指導課事務費 2,439 546 1,893 指導課
指導課に係る事務費、教育相談員出張旅費、社会科副読本作成、教科書採択等にかかる経費。
指導課各事業における会計年度任用職員の旅費等を統合。
【拡充】教育相談員を全校配置するための費用を計上（追加5名分）　約6,500千円　※予算上は人事課予算。

12 10010212
校外活動事業
(No25「体験・芸術活動推進事業」に
統合)

10,634 △ 10,634 指導課
子どもが感動する豊かな体験活動を推進し、「心の教育」の充実を図るために、中学校行事（合唱コンクール）、小中学校部活動行事（発表会）の会場
使用料を負担する。また、市内施設見学、小中音楽会、特別支援教育学級等の行事に対し、バスの委託を行う。

13 10010213
富士吉田自然体験学習推進事業
(No25「体験・芸術活動推進事業」に
統合)

2,492 △ 2,492 指導課
2泊3日で実施する、市立中学校2年生の富士吉田自然体験学習（コース別学習）における2日目の委託バスの配車を行う。
また、小学校の自然体験学習において、鹿野山少年自然の家以外の施設を検討するため、市内小学校5年生の2校を対象として富士吉田青年の家
を活用した自然体験学習を行う。

14 10010214

教育文化推進事業
(教科書採択に関する予算をNo11「指導課事務費」
に、言語・文化指導者・日本語指導教室に関する予
算をNo24「教育支援推進事業」に、それ以外をNo25
「体験・芸術活動推進事業」に統合。)

4,356 △ 4,356 指導課 言語・文化指導者謝礼、習志野市文化連盟事業、小・中学校音楽鑑賞教室、日本語指導教室等の経費。

15 10010215 読書活動推進事業 29,337 26,732 2,605 指導課
学校図書館の運営に必要な機材・システムの運用、学校電子図書館システムの運用、図書の購入に係る経費。
児童・生徒の読書活動の充実を図る。
※指導課各事業における会計年度任用職員の旅費等を指導課事務費に統合。

16 10010216 小中学校文化・スポーツ奨励費 10,500 7,500 3,000 指導課
学校教育活動における、文化又はスポーツ活動に係る全国大会及び関東大会等に千葉県代表として出場する場合に、全国大会及び関東大会奨励
金を交付し、文化・スポーツ活動の推進を図る。

令和８年度教育費予算（案）の概要（歳出）

ＮＯ.
款項目

事業番号
事業名 所属名 全体事業概要
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17 10010217 英語指導助手招請事業 76,316 79,881 △ 3,565 指導課

小・中学校に英語指導助手の招請、配置をするための経費。
中学校の英語教育及び言語・文化等国際理解教育の推進のために姉妹都市（タスカルーサ市）からの英語指導助手を計画的に配置するとともに、令
和2年度から始まった小学3年生からの外国語活動の授業及び小学校5・6年生の外国語の教科化に伴い、全小学校の外国語活動・外国語の授業に
英語指導助手を配置し、該当学年全ての児童生徒に英語指導助手とともに英語を学ぶ環境を整える。
※指導課各事業における会計年度任用職員の旅費等を指導課事務費に統合。

18 10010218

特別支援教育推進事業
(会計年度任用職員の旅費等をNo11
「指導課事務費」、それ以外をNo24
「教育支援推進事業」に統合)

4,613 △ 4,613 指導課
教育的支援の必要な児童・生徒に対して適切な就学支援をするため、専門家を委員として委嘱し、調査・判断を行うための経費。
また、特別支援教育支援員の業務に必要となる経費及び特別支援学級における備品の整備等のための経費。
【拡充】令和９年度に開設する知的学級に係る備品購入費(450千円)。

19 10010219 特色ある学校づくり推進事業 7,398 6,938 460 指導課 特色ある学校づくりの推進を目的として、各学校における自主研究や指定研究、教科研究、学校運営協議会を行うための経費。

20 10010220
心理発達相談員配置事業
(No24「教育支援推進事業」に統合)

2,400 △ 2,400 指導課
特別な支援を必要とする児童生徒の発達支援に対応するため、特別支援担当指導主事とともに各学校を巡回し、教職員・保護者からの相談や児童・
生徒の観察により、発達の状況等を把握し、必要に応じて、相談検査・支援・指導を行う。
【拡充】実施回数 20,000円×120回⇒20,000円×150回　600千円増

21 10010221
ならしの学校音楽祭事業
(No25「体験・芸術活動推進事業」に
統合)

1,226 △ 1,226 指導課
「音楽のまち習志野」にふさわしい行事として、習志野文化ホールにおいて、その年度に優れた音楽活動を行った習志野市立学校及び管楽器講座受
講児童生徒による「小・中学校フェスティバルバンド」合同演奏会を行う。

22 10010222 部活動支援事業 2,436 2,484 △ 48 指導課 専門的な指導力を備えた指導者を市内中学校部活動に派遣し、生徒の技術指導の向上を図る。

23 10010223
学びの多様化学校運営費
【旧(名称変更)】学びの多様化学校分
教室運営費

1,866 855 1,011 指導課 学びの多様化学校袖ケ浦西小学校分教室の運営が円滑に行われ、学校教育の充実が図られるための運営費。

24 10010226
【新規】
教育支援推進事業

7,712 7,712 指導課
令和6年度より新設した教育支援係に併せて同系列の事業を統合した事業。
No18「特別支援教育推進事業」、No20「心理発達相談員配置事業」、No14「教育文化推進事業」内の日本語教育関係の予算を統合。

25 10010227
【新規】
体験・芸術活動推進事業

38,492 38,492 指導課

旧学校教育課から移管された事業等について、予算執行の効率性を上げるために同系列の別事業を統合した。
No12「校外活動事業」、No13「富士吉田自然体験学習推進事業」、No14「教育文化推進事業」の一部、No21「ならしの学校音楽祭事業」、No104「鹿野
山セカンドスクール事業」を統合。
【新規】自然体験学習を鹿野山少年自然の家以外で行うための検証として、昨年度の富士吉田青年の家に加え、千葉県立鴨川青少年自然の家で実
施（5,673千円）。

26 10010228
【新規】
学校徴収金集金業務委託事業

10,870 10,870 学務課

市内各小、中学校の学校徴収金集金業務について、学校を経由せずに保護者と事業者等の間で直接支払いを行う専門業者への委託（システム）を
行うことで、保護者負担を軽減するとともに、学校職員の事務負担を軽減する。（10,870千円）
【11節30　手数料】
引落手数料　3,836千円　（全銀のみ　※ゆうちょ不可）
【13節01　使用料及び賃借料】
システム使用料　7,033千円

27 10010302 総合教育センター管理運営費 15,485 14,965 520 総合教育センター 総合教育センターの運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。

28 10010303 総合教育センター調査研修事業 1,458 1,458 0 総合教育センター 本市の教育課題解決に向けて調査・研究を行うとともに、教職員の資質や指導力を高めるための研修を実施する。

29 10010304 教育相談事業 2,658 2,997 △ 339 総合教育センター いじめ・不登校・特別支援教育等に関する相談を、学校や関係諸機関と連携して行う。併せて、教育相談関係の研修の充実を図る。

30 10010305 情報教育推進事業 95,940 61,930 34,010 総合教育センター
総合教育センターのICT環境を整え、教職員対象の指導力向上のための研修の充実を図る。また、学校のネットワークや各ソフトの調整点検を
行う。小中学校での1人1台タブレット端末を有効活用するための支援を図る。
【拡充】保護者負担軽減とペーパーレス化のため、AI型デジタルドリルの更新を行う。（26,453千円）

31 10010306 適応指導教室推進事業 490 490 0 総合教育センター
不登校児童生徒の居場所づくりと社会的自立や学校復帰を目指した、学習支援や様々な体験活動等のできる適応指導教室を運営する。
併せて、適応指導教室運営のための職員研修を実施する。
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32 10010307 科学教育振興事業 716 716 0 総合教育センター 科学的分野を中心に様々な体験学習の場「わくわく学びランド」を実施し、学びに対する児童生徒の興味関心を育んでいく。

33 10010308 校務用パソコン整備事業 89,905 92,047 △ 2,142 総合教育センター
校務用パソコンを整備することにより、校務の情報化を図るとともに、校務支援システムの再構築により、業務の効率化を図る。
【新規】教育委員会内のペーパーレス化・業務効率化を図るため、保護者連絡メールサービスの自治体連絡機能を導入する（729千円）

34 10010309
（仮称）新総合教育センター再整備事
業

104,578 22,737 81,841 総合教育センター
次期公共建築物再生計画期間内の前倒しの実施に向け、適切な時期に着手できるよう、関係各課と連携を図りながらセンターの再整備を進める。
【新規】（仮称）新総合教育センター再整備に係る基本設計及び調査業務委託（104,578千円）

35 10020102 小学校運営費 388,045 375,310 12,735 教育総務課

小学校16校の学校運営費。
※R8.5.1見込；学級数：349学級、児童数8,592人　　（R7.5.1現在；学級数：346学級、児童数：8,720人）
保護者が購入している学習教材のうち、共用が可能なものについて公費で購入することで、保護者の学習教材に係る経済的負担を軽減する。
（7,487千円）

36 10020103 小学校施設管理事業 92,284 58,359 33,925 教育総務課
学校施設の維持管理に必要な法定事項業務委託料、修繕料などの経費。
【新規】プール清掃委託（2,574千円）、遊具点検委託（1,722千円）

37 10020104 小学校備品特別整備事業 4,025 1,968 2,057 教育総務課
学校の配当予算枠では対応できない高額な備品について、必要性を考慮し、整備する。
・教材備品　1,583千円
・管理備品　2,442千円

38 10020105 バス通学児童支援事業 71,442 69,415 2,027 教育総務課
令和12年3月31日までの間、通学区域の暫定措置として、谷津小学校から谷津南小学校に通学指定校が変更となる児童のバス乗車運賃を
助成する。併せて、委託によりバス車内及び乗降車時の安全・安心のため、15名配置する。

39 10020106 小学校水泳指導等委託事業 22,694 21,067 1,627 教育総務課
改築等により自校でのプール授業が実施できない学校について、水泳指導補助及び送迎の業務委託により水泳授業を実施する。
①令和8年度実施分（5校）
【新規】大久保東小学校　※大久保小学校、屋敷小学校、藤崎小学校、谷津南小学校については継続

40 10020201
要保護・準要保護児童援助費及び
特別支援教育就学奨励費

60,358 51,661 8,697 学務課

経済的な事由により、就学困難な児童に対し、学用品費等の扶助を行う。学用品費の値上げ、国の概算要求額に合わせて増加（＋8,697千円）
　要保護受給児童数　　　　　　　　 　　　　  令和7年度：  40人⇒令和8年度：  36人
　準要保護受給児童数　　　　　　　　　　　  令和7年度： 430人⇒令和8年度： 417人
　特別支援教育就学奨励費受給児童数　 令和7年度：  190人⇒令和8年度：  173人
　新入学学用品費対象児童数　　　　　　　 令和7年度：  70人⇒令和8年度：  65人

41 10020202 小学校教育指導事業 1,483 1,447 36 指導課
教職員が授業で必要とする教科書・指導書・教材にかかる経費及び学習者用デジタル教科書・教材の段階的導入経費。
また、障がいのあるこどもにとって、文字や文章・絵・図等の拡大、ルビ振り、切り取り、読み上げが可能なデジタル教科書は有効であることから自閉
症・情緒学級において算数のデジタル教科書を配備する。

42 10020203 小学校パソコン推進事業 222,431 83,463 138,968 総合教育センター

タブレット端末等を整備し、安定稼働をさせることにより、授業等でより効果的に活用し、情報活用能力を身につけることや、「わかる授業」の実現を目
指す。また、令和8年4月にタブレット端末の更新を行うため、準備を進める。
【拡充】NEXT GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末に係るリース費用等（87,925千円）
【新規】1st GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末に係る廃棄費用（30,808千円）
【新規】普通教室に整備する大型提示装置更新に係る購入・廃棄費用等（21,112千円）

43 10020301 小学校施設改善整備事業 458,466 74,509 383,957 教育総務課
学校施設の維持保全を図るため、学校要望等による改修の他、法令に基づく指摘事項の改修工事を中心に老朽化に伴う設備維持補修工事を行う。
【新規】屋敷小学校プール解体設計委託（5,379千円）、小学校校舎及び体育館ＬＥＤ照明器具設置工事（299,684千円）

44 10020302 小学校空調整備事業 139,829 1,121,462 △ 981,633 教育総務課
夏季の気温上昇による児童・生徒の体調管理、学習環境の向上を図ることを目的に、各学校の普通教室、特別教室及び体育館に空調設備を設置す
る。

45 10020303 谷津小学校児童増加対応事業 53,870 58,767 △ 4,897 教育総務課

ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業の進展に伴う谷津・奏の杜地域における児童増加対応として、平成28年度に一時校舎を建設完了し、現在、賃
貸借契約にて使用を行っている。
[支払計画]
　　　計画金額（本体価格）　　 ：534,240,000円（税抜）
　　　平成28年度　　　　　  　　 ：4,808,160円（1ヶ月分）
　　　平成29年度～令和8年度：580,095,600（119ヵ月分）
　　　総支払額                 　　：584,903,760円
　　　【令和8年度】　53,869,200円
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46 10020304 大久保小学校校舎改築事業 1,097,134 1,135,888 △ 38,754 教育総務課
習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、施設の老朽化対策として、大久保小学校の全面改築（建替え）工事を行う。。
[継続費]全面改築（建替え）工事及び工事監理委託5,331,933千円（令和4年度～令和8年度（5ヵ年））
　　令和4年度　211,595千円　　令和5年度　1,877,114千円　　令和6年度　1,027,105千円　令和7年度　1,129,869千円　令和8年度　1,086,250千円

47 10020305 大久保東小学校校舎改築事業 375,782 143,748 232,034 教育総務課

習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、施設の老朽化対策として、大久保東小学校の全面改築工事を行う。
①校舎改築工事（第１期工事）
［継続費］全面改築（建替え）工事及び工事監理委託4,725,733千円（令和7年度～令和10年度（4ヵ年））
　　令和7年度　47,938千円　　令和8年度　374,682千円　　令和9年度　1,958,308千円　令和10年度　2,344,805千円

48 10020306 鷺沼小学校建設事業 4,223,756 209,410 4,014,346 教育総務課

鷺沼特定土地区画整理事業のまちびらきに係る、鷺沼小学校建設工事の実施に伴い、基本設計・実施設計を行う。
①基本設計及び実施設計
[継続費] 412,379千円（令和6年度～令和8年度（3ヵ年））
　　令和6年度　101,214千円　　令和7年度　202,437千円　　令和8年度　108,728千円
②校舎改築工事（第１期工事）
［新規継続費設定］9,600,812千円（令和8年度～令和11年度（4ヵ年））
　　令和8年度　32,342千円　令和9年度　3,639,215千円　令和10年度　5,899,192千円　令和11年度　30,063千円
③用地取得費（20,002㎡）　4,080,408千円

49 10020307 小学校長寿命化改修事業 36,686 1,185,419 △ 1,148,733 教育総務課
習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、老朽化した学校施設の長寿命化を実施する。令和8年度は藤崎小学校の設計を行う。
[継続費]71,181千円(令和7年度～令和9年度（3ヵ年）)
　　設計業務委託　令和7年度　17,083千円　　令和8年度　25,625千円　　令和9年度　28,473千円

50 10030102 中学校運営費 246,867 221,518 25,349 教育総務課
中学校7校の学校運営費。
※R8.5.1見込;学級数：144学級、生徒数：4,064人　　（R7.5.1現在：学級数：142学級、生徒数：4,067人）
保護者が購入している学習教材及び一部の学校徴収金について公費で負担することで、保護者の経済的負担を軽減する。（3,096千円）

51 10030103 中学校施設管理事業 42,942 22,997 19,945 教育総務課
学校施設の維持管理に必要な法定事項業務委託料、修繕料などの経費。
【新規】プール清掃委託（1,804千円）、遊具点検委託（114千円）

52 10030104 中学校備品特別整備事業 4,785 308 4,477 教育総務課
学校の配当予算枠では対応できない高額な備品について、必要性を考慮し、整備する。
・教材備品　3,605千円
・管理備品　1,180千円

53 10030201
要保護・準要保護生徒援助費及び
特別支援教育就学奨励費

57,662 53,187 4,475 学務課

経済的な事由により、就学困難な生徒に対し、学用品費等の扶助を行う。学用品費の値上げ、国の概算要求額に合わせて増加（＋4,475千円）
　要保護受給生徒数　　　　　　　　 　　　　 令和7年度：  34人⇒令和8年度：  25人
　準要保護受給生徒数　　　　　　　　　　　 令和7年度：  282人⇒令和8年度：  266人
　特別支援教育就学奨励費受給生徒数　 令和7年度：  81人⇒令和8年度：  91人
　新入学学用品費対象生徒数　　　　　　　令和7年度：  100人⇒令和8年度：  100人

54 10030202 中学校教育指導事業 512 28,242 △ 27,730 指導課

教職員が授業で必要とする教科書・指導書・教材にかかる経費及び学習者用デジタル教科書・教材の段階的導入経費。
また、障がいのあるこどもにとって、文字や文章・絵・図等の拡大、ルビ振り、切り取り、読み上げが可能なデジタル教科書は有効であることから自閉
症・情緒学級において数学・国語のデジタル教科書を配備する。
令和7年度が4年に一度の中学校教科書改訂の年であったため、令和8年度は減額している。
【縮減】教科書改訂年度終了に伴う減（▲27,494千円）

55 10030203 中学校パソコン推進事業 103,622 41,540 62,082 総合教育センター

タブレット端末等を整備し、安定稼働をさせることにより、授業等でより効果的に活用し、情報活用能力を身につけることや、「わかる授業」の実現を目
指す。また、令和8年4月にタブレット端末の更新を行うため、準備を進める。
【拡充】NEXT GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末に係るリース費用等（42,416千円）
【新規】1st GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末に係る廃棄費用（13,479千円）
【新規】普通教室に整備する大型提示装置更新に係る購入・廃棄費用等（3,512千円）

56 10030301 中学校施設改善整備事業 336,649 51,615 285,034 教育総務課
学校施設の維持保全を図るため、学校要望等による改修の他、法令に基づく指摘事項の改修工事を中心に老朽化に伴う設備維持補修工事を行う。
【新規】中学校校舎及び体育館ＬＥＤ照明器具設置工事（238,304千円）

57 10030302 中学校空調整備事業 59,727 1,055,612 △ 995,885 教育総務課
夏季の気温上昇による児童・生徒の体調管理、学習環境の向上を図ることを目的に、各学校の普通教室、特別教室及び体育館に空調設備を設置す
る。
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58 10030303 第一中学校生徒増加対応事業 81,484 81,484 0 教育総務課

ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業の進展に伴う谷津・奏の杜地域における児童・生徒増加対応として、本校舎と一時校舎の併用を行う。
［債務負担行為］
　　令和5年度：61,112,700円（9ヶ月分）
　　令和6年度～令和14年度：733,352,400円（108ヶ月分）
　　総支払額：794,465,100円
　　令和8年度 　81,483千円

59 10030304 第二中学校校舎改築事業 38,578 140,000 △ 101,422 教育総務課

習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、老朽化した第二中学校の改築工事を行う。
・外構整備工事及び工事監理委託
[新規継続費設定］246,642千円(令和8年度～令和9年度（2ヵ年）)
　令和8年度　　38,578千円
　令和9年度 　208,064千円

60 10040102 高等学校総務事務費 10,482 9,516 966 習志野高校 関係機関等との連携や教職員の専門性の向上を図るとともに校外生徒指導の充実を図る。

61 10040103 部活動出場奨励費 8,034 4,500 3,534 習志野高校
県代表として全国及び関東大会に出場する部活動に対し、大会参加費や出場に要する旅費を支給する。
【拡充】全国大会・関東大会奨励金経常的経費不足分（+3,534千円）

62 10040201 高等学校管理運営費 91,552 90,897 655 習志野高校
習志野高校の施設・設備の管理及び運営に関する経費。
※R8.5.1現在見込　全日制；学級数：24学級、生徒数：955人
〔参考〕R7.5.1現在　全日制；学級数：24学級、生徒数：948人

63 10040202 スクールカウンセラー配置事業 2,024 2,024 0 習志野高校 学校の教育相談活動全般を支援するために、スクールカウンセラーを1名配置する。

64 10040301 高等学校教育振興費 54,255 47,753 6,502 習志野高校
習志野高校の教育振興に関する経費。学習用端末購入費補助、教育用コンピュータ賃借料、教材消耗品、図書購入費等。
【新規】柔道場用畳入替、その他授業用備品等の更新（8,355千円）

65 10040302 高等学校振興備品特別整備事業 550 394 156 習志野高校 授業で使用する理科教育に必要な備品購入費。

66 10040401 高等学校施設整備事業 380,200 222,636 157,564 習志野高校

施設の老朽化等への対応を行い、生徒の安全を確保するとともに、教育環境の改善を図る。
【新規】学校施設をLED化するための工事。（206,470千円）
【新規】セミナーハウス空調設備改修工事。（14,135千円）
【新規】各部室、食堂等への空調設備設置工事。（60,159千円）

67 10050102 幼稚園運営保育費 11,924 12,215 △ 291 こども保育課
市立幼稚園3園に対する運営保育費。
※R8.5.1現在見込：学級数：6学級、園児数：38人（R7.5.1現在：学級数6学級、園児数：44人）

68 10050103 幼稚園教育推進事業 881 916 △ 35 こども保育課 幼稚園教職員が各種研修会等に参加し、資質の向上を図る。

69 10050104 幼稚園施設管理事業 19,138 30,567 △ 11,429 こども政策課
幼稚園園舎等の施設について、維持管理に係る各種点検業務委託、修繕工事等を行う。
【新規】谷津幼稚園2階屋上防水改修工事（8,784千円）

70 10050105 幼稚園空調整備事業 1,086 1,139 △ 53 こども政策課

屋敷幼稚園に賃貸借契約により設置した空調設備を継続的に運用する。
[債務負担行為]平成30年度～令和14年度
　賃貸借期間：令和元年7月～令和14年6月（156ヶ月）
　設置室数：3室　※算出方法変更のため減額
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申入れ(要求)額 予算額 （R８－R７）年度

令和８年度教育費予算（案）の概要（歳出）

ＮＯ.
款項目

事業番号
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71 10060102 社会教育委員費 255 309 △ 54 社会教育課
社会教育全般に関する計画の立案等に対し、審査、助言をいただく、社会教育委員の報酬・報償等の諸経費。
令和8年度は会議を3回開催予定。

72 10060103 社会教育総務事務費 811 869 △ 58 社会教育課 社会教育行政に係る総務的経費。

73 10060104 社会教育施設等運営費 4,771 4,700 71 社会教育課 秋津とんぼスペース等及びコミュニティルーム（秋津小）の管理運営にかかる諸経費。

74 10060105 生涯学習推進事業 1,502 1,465 37 社会教育課
市全体で取り組む生涯学習活動を推進し、市民カレッジの実施を通じて生涯学習のまちづくりを目指す。
PTA連絡協議会に対して補助を行うことにより、生涯学習の推進を図る。

75 10060106
文化スポーツ振興財団運営費等
補助事業

103,459 95,536 7,923
社会教育課
（生涯スポーツ

課）

公益財団法人習志野市文化スポーツ振興財団に対して人件費の補助を行う。

76 10060201 文化財審議会費 84 84 0 社会教育課 文化財の保存･活用・調査等に係る事項に関して審議する文化財審議会委員の報酬及び旅費。

77 10060202 市史編さん委員会費 35 68 △ 33 社会教育課 市史編さん事業に係る事項に関して調査審議する市史編さん委員会委員の報酬及び旅費。

78 10060203 文化振興事務費 5,772 14,548 △ 8,776 社会教育課
文化振興事務等に係る一般事務経費。
習志野文化ホールで行っていた市民の文化芸術に触れる機会を提供する事業を引き続き市内の公共施設を活用して実施する。（千葉交響楽団によ
るフルオーケストラ鑑賞会を予定）

79 10060204 旧大沢家住宅等維持管理費 4,875 3,796 1,079 社会教育課
千葉県指定有形文化財「旧大沢家住宅」及び旧木曽王滝森林鉄道車両の維持管理経費。
【新規】旧大沢家住宅入口階段他の安全対策として修繕工事に係る経費（1,078千円）を計上。

80 10060205 旧鴇田家住宅維持管理費 53,687 16,136 37,551 社会教育課
千葉県指定有形文化財「旧鴇田家住宅」の維持管理経費。
【新規】旧鴇田家住宅の茅葺屋根の改修工事（第1期）に係る経費（施工監理委託3,000千円、工事40,949千円）を計上。

81 10060206 埋蔵文化財管理費 1,759 1,836 △ 77 社会教育課 埋蔵文化財保護業務（開発に伴う事前業務・発掘及び整理作業・文化財保存活用業務）に係る経費、埋蔵文化財調査室の維持管理に係る経費。

82 10060207 埋蔵文化財調査事業費 1,838 1,770 68 社会教育課
埋蔵文化財保護を目的とした埋蔵文化財調査等に係る経費。
【新規】八剣神社遺跡周辺の区画整理事業に伴う発掘調査に係る経費（704千円）を計上。

83 10060208 習志野市芸術文化協会活動助成費 5,088 3,817 1,271 社会教育課 習志野市芸術文化協会の活動（芸術祭、市民文化祭、市展、第九演奏会等）への助成を行い、芸術文化の充実・発展を図る。

84 10060209 市史調査事務費 469 1,537 △ 1,068 社会教育課
市史調査、市史関係資料の収集・保存、市史作成のための経費。
【新規】市史を分野別等にまとめた短編集の第4号の発行に係る経費（319千円）を計上。

85 10060302 公民館運営審議会費 132 132 0 中央公民館 公民館における方針、事業、施設提供等の運営について調査、審議を行う公民館運営審議会に係る委員報酬。

86 10060303 公民館講座費 2,063 2,063 0 中央公民館 多様な学習と利用機会の提供を図ることを目的とした各種講座等の開催経費。

87 10060304 公民館管理運営費 182,587 151,724 30,863 中央公民館
公民館の運営・維持管理に伴う経費及び事務費。4公民館（実花・袖ケ浦・谷津・新習志野公民館）の指定管理に伴う指定管理料。
【新規】使用料券売機へのユニバーサル・デザイン及びキャッシュレス決済の導入（3,145千円）、公民館主催講座・事業の申込みへのシステム導入
（1,005千円）

88 10060305 公民館施設整備事業 98,310 84,402 13,908 中央公民館
公民館の施設整備・改修・修繕に係る経費。
【新規】袖ケ浦公民館・谷津公民館・新習志野公民館空調設備更新工事設計（16,907千円）、新習志野公民館　キュービクル更新工事（56,903千円）他

6/9



　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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89 10060402 図書館管理運営事業 147,974 145,616 2,358 中央図書館
図書館の管理運営・活動事業（中央図書館以外の3図書館指定管理料を含む）に係る経費。
【新規】電子新聞閲覧サービス導入に係る経費（1,655千円）
【新規】イオンモール津田沼へのブックポスト設置に係る経費（495千円）

90 10060403 図書館資料整備事業 26,274 27,241 △ 967 中央図書館
市民の自主的・自発的な学習活動を支援するため、図書館資料の収集・整備を行う。
【見直し】内容の古くなった図書の買い替え及び児童図書の蔵書の充実について、電子書籍のタイトル数の充実を優先するため縮小する（△879千
円）

91 10060404 電子図書館運営事業 1,496 748 748 中央図書館
指定管理者が行う電子図書館サービスにおいて、より新鮮で魅力的な電子書籍を提供するための商用電子書籍利用料。
【拡充】電子書籍のタイトル数の充実（200タイトル：748千円）

92 10060405
【新規】
図書館施設整備事業

16,082 16,082 中央図書館 【新規】谷津図書館照明LED化改修工事（16,082千円）

93 10060501 青少年センター運営協議会費 73 73 0 青少年センター 青少年センターの運営について、指導・助言するための青少年センター運営協議会の委員報酬。

94 10060502 青少年センター運営費 574 575 △ 1 青少年センター
青少年の非行防止と健全育成のための「少年の日」ポスター展や健全育成標語展などの啓発活動、関係各機関との連絡・調整を図るための
経費。

95 10060503 青少年相談指導事業 3,308 3,308 0 青少年センター 青少年や保護者に対して、青少年補導委員等による街頭補導活動等を実施して青少年の健全育成を推進する。

96 10060504 青少年問題協議会費 103 103 0 社会教育課 青少年健全育成を全市的な立場で推進するため、各機関、団体等の代表委員により構成する青少年問題協議会の委員報酬。

97 10060505 青少年健全育成事業 3,333 3,310 23 社会教育課

青少年にさまざまな体験活動の機会を提供することによって、青少年の健全な育成を推進すると共に、各団体との情報交換を図り、指導者の資質向
上を図ることを目的とする。
【新規】次世代の指導者を育成するため講習会を実施する。（484千円）
【縮減】習志野市子ども会育成会連絡協議会の解散に伴う補助金の廃止。（▲426千円）

98 10060506 二十歳の門出式事務費 6,500 6,142 358 社会教育課
二十歳の門出を祝うための事業。式典、祝う集いを開催する。
【新規】受付方法とプログラムの配布についてデジタル化を図る。（649千円）
【縮減】デジタル化に伴い、プログラム印刷部数の縮減（1,400部→100部）を図る。（▲186千円）

99 10060507 放課後子供教室事業 215,196 189,048 26,148 社会教育課

就学児童を対象に、放課後等の安全・安心な子どもの居場所づくりとして実施する「放課後子供教室」の運営経費及び開設準備経費。
令和7年度までの開設校　大久保東小学校・東習志野小学校・秋津小学校・袖ケ浦西小学校・袖ケ浦東小学校・藤崎小学校・屋敷小学校・実花小学
校・向山小学校・香澄小学校、鷺沼小学校、津田沼小学校、大久保小学校、谷津南小学校
【拡充】令和8年度実籾小学校に新規開設及び令和9年度に向けて谷津小学校への開設準備を行う。（16,485千円）
【新規】参加方法の利便性を図るため、参加カードのデジタル化を促進する。（実籾小学校・東習志野小学校・秋津小学校）（552千円）

100 10060508 地域学校協働活動推進員事務費 1,170 1,170 0 社会教育課
家庭・地域・学校が連携、協力しながら行う「地域とともにある学校づくり」を推進するため、各学校で実施される地域学校協働活動の支援を行う経
費。

101 10060509
【新規】
若者活躍支援事業

1,297 1,297 社会教育課
高校生相当年齢から29歳までの若者の活躍を支援する事業を実施する。若者が習志野市で活躍したいという気持ちをとらえ、その思いを実現できる
ようにともに走ることができる事業者を中間支援組織として指定（委託）し、地域、企業、市民活動団体などと連携を図りながら若者発案の事業を実現
する。併せて同中間支援組織に自宅以外の若者の居場所づくりに必要な要素や機能の調査を委託する。

102 10060602 少年自然の家管理運営費 36,039 35,867 172 鹿野山少年自然の家

鹿野山少年自然の家の運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。
【新規】2階3階畳表替え等（454千円）
【新規】自家発電設備点検委託(110千円)
【新規】千葉県立鴨川青少年自然の家をセカンドスクールで利用するための経費(44千円)

103 10060603
鹿野山セカンドスクール事業
(No25「体験・芸術活動推進事業」に
統合)

30,374 △ 30,374 指導課 市立小学校4・5年生を対象とした鹿野山セカンドスクールの委託バスの配車を行う。
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104 10060702 青年の家管理運営費 15,913 15,901 12 富士吉田青年の家 富士吉田青年の家の運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。

105 10060703 青年の家長寿命化改修事業 179,930 309,951 △ 130,021 富士吉田青年の家
令和7年度から8年度に富士吉田青年の家の長寿命化改修工事を実施する。
令和7年度は第1期工事を実施し、令和8年度に第2期工事161,513千円を予定。

106 10060801 生涯学習複合施設管理運営費 218,871 211,775 7,096 社会教育課
生涯学習複合施設の維持管理・運営及び施設整備費分割払いのサービス対価に係る経費等。
サービス対価の人件費分等の増額。

107 10070102 保健体育安全課事務費 3,851 2,835 1,016 保健体育安全課
学校給食及び学校保健の円滑な運営を図るための事務費。食育の推進を図るための会議の開催や調理従事者の健康管理のための費用等。
【新規】給食費徴収における eL-QR対応のためのシステム改修費(1,073千円)

108 10070103 児童・生徒・教職員健康管理費 78,838 78,789 49 保健体育安全課 児童・生徒・教職員の健康診断及び健康管理を行うための費用。

109 10070104 学校体育推進事業 5,734 5,019 715 保健体育安全課
小・中学校の学校体育の推進を図る。また、市内小・中学校の児童・生徒の健康増進と各競技技術の向上を目指すことを目的として、習志野市小中
学校体育連盟が開催する小中学校体育大会などに対して補助する。また、市内陸上大会における会場校への移動のためのバスを配車する。

110 10070105 運動部活動支援事業 19,983 12,182 7,801 保健体育安全課

市内中学校の休日運動部活動を地域に展開する事業を推進するための経費。生徒の多様な活動機会を保障するとともに、教職員の負担軽減を図る
ことを目的とする。具体的な実施方法として、既存の部活動に顧問の代わりとなる部活動指導員を教育委員会から派遣するほか、市内7つの陸上部
については、地域の競技団体である習志野市陸上協会に登録する指導者に指導を依頼する。また、学校から申し出のあった7校の部活動について
は、民間事業者に委託し、指導者派遣および運営を行う。
【拡充】《地域クラブ型》　休日に隔週程度で実施している陸上部の活動回数を増やし、より充実した活動機会を確保する。（3,024千円）
【拡充】《民間委託型》　7校7部活動の運営を民間事業者に委託し、地域と連携した持続可能な部活動運営の在り方を検証する。（12,034千円）

111 10070106 市立小中学校給食費無償化事業 78,563 74,001 4,562 保健体育安全課
第3子以降の児童生徒の学校給食費を補助（無償化）することで、多子世帯の子育てに対する経済的負担軽減を図る。
【補助対象予定人数】　約1,110人　【補助対象期間】令和8年4月～令和9年3月

112 10070201 スポーツ推進審議会 180 180 0 生涯スポーツ課 スポーツ推進審議会を年3回開催することに伴う委員報酬及び費用弁償。

113 10070202 社会体育事務費 2,962 2,035 927 生涯スポーツ課
社会体育推進事業に係る事務費。
【新規】人工芝化リニューアルオープン記念事業(913千円)

114 10070203 スポーツ推進委員活動事業 1,460 2,524 △ 1,064 生涯スポーツ課
スポーツ推進委員に係る報酬及び費用弁償。また、スポーツ活動を奨励するため、全市民を対象とした年間5回のスポーツ奨励大会の開催に係る委
託費。
※令和7年10月1日現在のスポーツ推進委員数：56人

115 10070204 市民スポーツ指導員活動事業 1,402 1,996 △ 594 生涯スポーツ課
地域スポーツ活動の推進を図るため、市内16地区で年間各2事業以上のスポーツ活動の実施を市民スポーツ指導員連絡協議会に委託する。
また、資質向上を図るため研修会を実施する。※令和7年10月1日現在の市民スポーツ指導員数：222人

116 10070205 学校体育施設開放事業 14,498 14,680 △ 182 生涯スポーツ課
市内16小学校の体育館・校庭を土曜日・日曜日・休日の午前午後を一般開放するとともに、土曜夜間の体育館開放を行う。
また、夏休み期間中に小学校のプール開放を行う。

117 10070206
習志野市スポーツ協会活動費
補助事業

9,656 9,656 0 生涯スポーツ課 習志野市スポーツ協会が主催する市民総合体育大会等の活動事業に対して補助を行う。

118 10070207 スポーツ活動奨励金交付事業 1,000 1,000 0 生涯スポーツ課 学校教育以外のスポーツ大会(世界・全国・関東)に千葉県の代表として出場する個人及び団体に対し奨励金を交付する。

119 10070208
【新規】
令和9年度全国高等学校総合体育大
会運営費

3,854 3,854 生涯スポーツ課
【新規】令和9年度全国高等学校総合体育大会（水球）南関東ブロックを市内国際総合水泳場（県）にて開催することから、習志野市実行委員会事務
局を設置及び実行委員会を設立し、PR活動や準備を進める。

120 10070301 体育施設管理運営費 189,358 188,455 903 生涯スポーツ課
スポーツ9施設及びその他3施設の管理運営等に係る経費。
3年毎に必要である特殊建築物の定期報告調査委託（建築物）（1,110千円）、袖ケ浦体育館冷暖房機保守点検フルメンテンテナンス業務委託（836千
円）、指定管理中間年度に実施する習志野市指定管理者労働条件審査業務委託（440千円）等を計上。
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121 10070302 体育施設整備事業 304,869 532,366 △ 227,497 生涯スポーツ課
スポーツ施設の改修等に係る調査や整備に係る経費。
【新規】東部体育館支障剪定業務委託（4,235千円）、秋津テニスコート他4施設照明塔LED化設計業務委託（32,703千円）、秋津野球場受水槽一次側
給水配管改修工事（4,763千円）他

122 10070303
スポーツ施設予約システム
運営事業

2,988 1,275 1,713 生涯スポーツ課
自宅のパソコンや携帯電話でインターネットを介して施設の予約を行うことのできるシステム（千葉県電子自治体共同運営協議会参加団体が共同利
用する公共施設予約システム）の運用経費。
【拡充】令和8年度は、システム更新料に加え、秋津サッカー場の人工芝化による利用拡大に伴い運営費が増となる。

123 10070402 給食センター管理事務費 10,761 5,854 4,907 学校給食センター

給食センターにおける市立幼稚園2園、小学校9校、県立習志野特別支援学校、学びの多様化学校（袖ケ浦西小学校分教室）の園児、児童及び教職
員を対象とした学校給食の健全運営を行うための経費。
【新規】栄養管理システム改修（2,416千円）・牛乳保冷庫点検業務委託（500千円）
備品購入　実花小牛乳保冷庫（1,427千円）、給食配膳台（1,430千円）、配膳台廃棄委託（61千円）

124 10070403 給食センター賄材料費 363,832 354,802 9,030 学校給食センター

給食センターにおける市立幼稚園2園、小学校9校、県立習志野特別支援学校、学びの多様化学校（袖ケ浦西小学校分教室）の園児、児童及び教職
員を対象とした学校給食の賄材料費。
※対象人数 5,463人で、986,337食分（令和7年度は対象人数5,518人で、1,012,107食分）
賄材料費物価高騰分　（17,264千円）

125 10070404
給食センター施設整備・維持管理
運営事業

409,129 409,111 18 学校給食センター

PFI事業として、施設整備、開業準備、維持管理・運営業務を一括して民間事業者に委託しており、そのサービス対価を支払う。
債務負担行為を設定済。（平成29年度～令和15年度）
令和8年度は、施設整備及び維持管理運営業務のサービス対価として、施設整備に係る対価（46,736千円）、
維持管理運営に係る対価（362,393千円）を計上している。

126 10070502 単独校給食運営費 36,087 28,043 8,044 保健体育安全課
学校給食単独校（市立小学校7校・中学校7校）における児童、生徒及び教職員を対象とした学校給食を行うための経費。老朽化した給食備品の更
新。

127 10070503 単独校給食調理業務委託事業 356,105 314,643 41,462 保健体育安全課
実籾小学校、谷津小学校、香澄小学校、秋津小学校、津田沼小学校（津田沼幼稚園）及び中学校7校の学校給食の調理業務委託を行うための経
費。

128 10070504 単独校給食賄材料費 605,139 588,637 16,502 保健体育安全課
学校給食単独校（市立幼稚園1園、小学校7校、中学校7校）の園児、児童、生徒及び教職員の賄材料費。
※対象人数　8,550人で、1,510,675食分　（令和7年度予算は、対象人数8,574人で、1,546,290食分）
【新規】賄材料物価高騰分　（29,867千円）

129 10070505
【新規】
第一中学校給食備品整備事業

27,715 27,715 保健体育安全課
第一中学校の生徒増に対応するため給食備品を整備する。
【新規】給食備品の購入等(27,715千円)

13,191,258 11,072,239 2,119,019合　　　　　　　　計
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